
56 

 

平成 29年度厚生労働科学研究補助金 

（地域医療基盤開発推進研究事業） 

分担研究報告書 

 

終末期医療に対する一般人の意識調査に関する日本と香港の比較 

 

研究分担者 畑中 綾子  

（東京大学高齢社会総合研究機構 / 香港大学 Sau Po高齢社会研究センター 客員研究員） 

 

 

研究要旨 

 高齢化に伴い、人生の最終段階をどう過ごすか、特にどのような医療・ケアを受けるか

について本人の意思決定が求められ、病院以外での自宅や介護現場でも終末期医療の決定

をめぐる困難なケースが予想される。そのような中で、平成 29年度に厚生労働省の検討会

により、人生の最終段階（終末期）の医療・ケアに関する指針の改正作業が行われている。

この改正作業にあたっては、平成 29 年 12 月に国民、医師、介護関係者に対する意識調査

が行われ、本人の意思を尊重した望ましい人生の最終段階における医療・ケアのあり方に

活用することが目指される。本研究では、香港において 2015年に行われた終末期医療に関

する一般人への意識調査の結果を中心に、日本の終末期医療に関する意識の傾向や今後の

課題について検討を行うものである。 

 検討によって、香港と日本では終末期医療に関する AD（事前指示）や ACP（アドバン

スケアプランニング）などの言葉の認知度は高くないものの、このようなプロセスの重要

性については賛成する意見が多かったことは共通であった。また、療養場所や最期を迎え

る場所については、比較的心身の状態が安定し、認知機能が保たれている状況では自宅を

選び、死期が近づくなど専門的なケアが求められていくに従い、医療機関を希望する人が

多いなどの似たような傾向が考察された。また自宅で療養しない理由に、家族の負担をあ

げる声が多いなど共通的も多かった。一方で、終末期医療について誰が決定するかについ

ては、日本では家族の決定を重視する意見が多く、香港でも第一は家族の話し合いであっ

たが、香港では日本に比べて医療者の決定を挙げる人が多いという特徴もみられた。 

 いずれの調査でも、終末期では心身の状態や認知機能の低下などに伴う、本人の気持ち

の変化にどう対応していくかが鍵であることが考察される。当初は自宅での療養を希望す

ると言っていたとしても、その気持ちが変化していく可能性は十分ある。在宅でのサポー

ト体制の充実や、高齢者施設や場合によっては医療機関への柔軟な移行、連携が必要であ

ると考えられる。 
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Ａ．研究目的 

 日本は 2025年に 75歳以上人口は約 150

万人、認知症の高齢者約 700 万人に上ると

の推計が出ている。それに伴い、人生の最

終段階をどう過ごすか、特にどのような医

療・ケアを受けるかの本人の意思決定が求

められ、病院以外での自宅や介護現場でも

終末期医療の決定をめぐる困難なケースが

予想される。そのような中で、平成 29年度

に厚生労働省の検討会により、人生の最終

段階（終末期）の医療・ケアに関する指針

の改正作業が行われ、平成 30年 3月には正

式に公開され、4 月から活用される。改正

の主なポイントは、まず、病院だけではな

く介護施設や自宅でも活用しやすくする点

で、看護師や社会福祉士、介護支援専門員、

介護福祉士らがチームに加わることを想定

していること。次に、ケアを受ける本人の

思いが日々変化することに対応するために

意思確認を繰り返し行うことを求めるもの

である。また、自分の思いを推定してもら

う第三者をあらかじめ選定しておくことの

推奨することも盛り込まれる。 

 この改正作業にあたっては、平成 29 年

12月に国民、医師、介護関係者に対する意

識調査が行われ、本人の意思を尊重した望

ましい人生の最終段階における医療・ケア

のあり方に活用することが目指される。 

 本研究では、香港において 2015年に行わ

れた終末期医療に関する一般人への意識調

査の結果を中心に、日本の終末期医療に関

する意識の傾向や今後の課題について検討

を行うものである。それにより、今後のガ

イドラインの運用や検討に貢献することを

目的とする。 

 

Ｂ．研究方法 

 日本のデータについては、平成 30 年 2

月 23 日に厚生労働省の検討会で公表され

た終末期医療に関する意識調査の結果をも

とにした。香港については、インターネッ

トにより、終末期医療や AD に関する意識

調査を行った関連文献を検索した。以上の

二つの国のデータをもとに比較検討を行っ

た。 

 

（倫理面への配慮） 

 基本的には公知の情報を扱っているため、

倫理面での問題は少ない。但し、調査の過

程で偶然に得た個人情報などについては、

報告書その他の公表において個人が特定で

きないようにし、守秘を尽すものである。 

 

Ｃ．検討結果 

香港と日本の調査は、調査の規模や方法

も異なる部分もあるが、概ね次のような点

を指摘することができる。 

・終末期医療に関する用語、事前指示、ACP

などの認知度については、一般人では「あ

まりよくわからない」という回答が多数を

占める点では共通  

・終末期医療についてあらかじめ意見を表

明したり、話し合う場をもつことが大切で

あると感じ、自分もやってみたいと思う多

数を占めるという点では共通 

・医療・療養を受けたい場所、最期を迎え

たい場所という点では香港での調査ではケ

ースによる場合分けを行っていないが、療

養場所としては半数が自宅を選び、最期を

迎える場所では病院が選択された。これは

日本において食事はよくとれ・呼吸はでき

ているというケースでは自宅療養が過半数

であるのに対し、食事や呼吸が不自由とな

ってきたケースでの療養場所は病院が半数

を占めることから、医療やケアが必要な度

合で自宅と医療機関の選択が入れ替わると
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いう同様の傾向とみることができる。 

・医療・療養を受けたい場所、最期を迎え

たい場所に病院を選ぶ（自宅を選ばない）

理由について、家族に迷惑をかけたくない

からと答えた人が一番多いことは共通。 

・香港では、療養場所の選択や最期の場所

として高齢者施設やホスピスが 20％弱と

あまり出てこない傾向にもみえる。但し、

日本でも身の回りのことができない、認知

機能が低下した、などの状況を想定した場

合には、高齢者施設の選択が多くなるもの

の、それ以外は自宅か、医療機関かという

構造であり、調査の仕方に関係ある可能性

も高い。 

・本人が判断できなくなったときに誰が判

断するかで、日本では家族が話し合ってほ

しいが最も多く、ついで家族等の一番よく

分かっている人 1 人で、基本的には家族の

決定を第一にする人が多かった。一方、香

港では、香港では家族が 44％ともっとも多

かったが、家族と医師が話し合う 31％、医

師が単独で決定する 18％と、比較的医療者

の決定を重視する回答が多くみられる。終

末期における医療者の役割や権限が香港で

は日本に比べて大きい可能性が指摘できる。 

 

Ｄ．検討 

１．香港での終末期医療に関する調査 

 まず本研究では、香港において 2015年に

30 歳以上の成人 1067 人に対し電話インタ

ビューでの調査を行った結果を取り上げる

（ R.Y.-N.Chung et al., ”Knowledge, 

Attitudes, and Preferences of Advance 

Decisions,End-of-Life Care, and Place of 

Care and Death in Hong Kong.”  A 

Population-Based Telephone Survey of 

1067 Adults”,   

JAMDA18(2017)367.e19-367.e27）。 

調査対象者の属性は以下の通りである。 

 

年齢 30－39才 11.5％ 

40－49才 17.4％ 

50－59才 22.8％ 

60－69才 27.4％ 

70－79才 13.8％ 

80歳以上 7.1％ 

 

男女比 

男性 37.3％ 

女性 62.7％ 

 

健康状態（自己診断） 

極めて良好 4.8％ 

良好   15.8％ 

良い   30.7％ 

まあまあ 42.2％ 

良くない 6.5％ 

  

  慢性疾患の有無 

   あり  32.6％ 

   ない  67.4％ 

 

（１）認知度の調査 

調査では、まず以下の言葉の認知度につ

いて調査を行った。 

advance directive (AD) ：事前指示 

do-not-attempt-cardiopulmonaryresuscit

ation(DNACPR) ：心肺蘇生の差し控え 

enduring powers of attorney (EPA) 持続

的代理権 

 

AD という言葉を聞いたことがあるかの

質問に対しては、聞いたことがある 14.3％、

聞いたことがない 85.7％であった。AD に

ついて説明を聞いたことがある人のうち、

どのようなものであるかを理解しているか
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という質問に対しては、はい 58.2％、いい

え 41.8％となっている。 

DNACPR（心肺蘇生の差し控え）を聞い

たことがあるかについては、聞いたことが

あるか 31.2％、聞いたことがない 68.8％で、

聞いたことがある人のうち、どのようなも

のであるか理解している 64.6％、理解して

いない 35.4％であった。 

EPA（持続的代理権）については、聞い

たことがある 9.7％、聞いたことがない

90.3％で、聞いたことがある人のうちどの

ようなものか理解している人は 50.5％、理

解していない人は 49.5％であった。 

一般的な認知度はいずれも低い。但し、

AD について知らないと答えた 81％のうち、

説明を受けたのちに、よい方法であると

73.9％が回答し、法制度化されたら作成し

たいと答えたのは 60.9％であった（注１）。

作成したくないと回答した人にその理由を

尋ねたところ回答は以下で、気持ちが変わ

る可能性があることを挙げる人が多数であ

った。 

 

質問「なぜ ADを作成したくないか？」（複

数回答可能） 

気持ち・考えが変わる可能性がある 52.7％ 

作成するのが面倒だから     13.7％ 

必要なケアがされなくなるのが嫌だから 

11.6％ 

その他（必要ない、まだ若いから） 25.7％ 

よくわからない         11.2％ 

 

EPAは本人が意思決定できなくなる前に

代理人を選任しておくもので、日本でいう

と任意後見にあたる。この制度における医

療同意については、香港においても任意後

見の対象は財産行為のみで、医療行為への

同意権は認めていない。任意後見の手続き

も厳格であること、代理権の範囲が医療行

為などに及ばないこと、後見人の権限に関

する規定が不明確であるなどの批判も多い

とされる（注２）。1997 年の制度開始から

2014年までの間に、香港における持続的代

理権の利用者がわずか 66 件にとどまって

いる。 

 

（２）終末期医療および療養場所に対する

選好 

 香港での調査によれば、87.6％の参加者

が生命維持よりも適切な緩和ケアを望むと

回答した。 

医師が患者に痛みや苦痛を伴う形であっ

ても、できるだけ長く生命を維持させよう

とする手段をとることには、反対する 43％

（反対 33.6％、強く反対 9.4％）、 

終末期をどこで過ごすかについては、余

命 1 年、余命数週間、余命数日、死亡場所

を分けて聞いている。それによれば、1 年

という単位であれば、自宅で過ごしたいと

いう人が 58.4％と多数派であったが、死ぬ

までの数週、数日を過ごす場所としては、

医療機関を選択したいという人が多く、死

亡場所は医療機関を選択したいという人が

52.4％と多数派となった。 

 

 自宅 医療機

関 

高齢者

施設、

ホスピ

ス 

そ の

他 

1年 58.4 17.0 23.7 0.9 

数週 40.6 40.6 17.6 1.1 

数日 33.8 49.5 15.5 1.1 

死亡 31.2 52.4 16.2 0.2 

 

たとえ十分なサポートが得られなかった
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としても、自宅で死ぬまでを過ごしたいと

回答したのは 19.5％であり、自宅で死を迎

えられない理由については、家族に迷惑を

かけたくないが 80.9％ともっとも多かった。 

 

在宅死を選択できない理由（複数回答可） 

専門的な療養や医療処置がうけられない

45.9％ 

技術的な支援が受けられないから  22.5％ 

Property price                   10.7% 

手 続 き や 法 的 問 題 が 煩 雑 だ か ら      

10.1％ 

家族に迷惑をかけたくないから   80.4％ 

隣人に迷惑だから         7.0％ 

その他（孤独がいや、考えたくない） 3.4％ 

 

 

（３）終末期の意思決定は誰が行うか。 

 終末期医療に関する意思決定を誰が行

うかについて、香港において 2009 年から

2010 年にかけて、60 歳以上の慢性器疾患

をもつ入院患者 219 人に対して行われた調

査で、以下のような結果がある。（注１参照） 

 

自ら判断できる能力がある場合 

 患者単独  55％ 

 医師単独  11％ 

 患者家族  10％ 

 患者と患者家族 2％ 

 患者と医師  2％ 

 患者家族と医師 6％ 

 患者、患者家族、医師の合同 14％ 

 わからない  0.5％ 

 

 

 

 

 

判断能力がない場合 

 医師単独  18％ 

 患者家族単独 44％ 

 患者家族と医師 31％ 

 誰も決めるべきではない 1％ 

わからない  5％ 

その他    2％  

 

判断能力がない場合には、香港では、香

港では家族が 44％ともっとも多かったが、

家族と医師が話し合う 31％、医師が単独で

決定する 18％と、比較的医療者の決定を重

視する回答が多くみられる。また、自ら判

断できる能力がある場合にも、医師単独で

決定する 11％、家族が決定する 10％存在す

る。 

 

２．平成 29年度の日本の調査 

（１）認知状況 

日本の調査では、アドバンス・ケア・プ

ランニング（ACP）の認知度を調査する。 

ACP は、AD が書面での実行を想定する

のに対し、そのような書面を作成すること

に限らず、終末期をどのように過ごすべき

かについて自らの思いを表明したり、医

療・介護関係者、家族らと話し合ったりと

いう様々なプロセスを含み、近年、AD を

含む包括的概念として注目される。 

ACPについて知っているかに対して、一

般国民ではよく知っている 3.3％、聞いたこ

とがある 19.2％であった。ACPについて賛

成であるとの回答は 64.9％に上った。 
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AD については、作成についての賛否に

ついて質問しており、一般国民における賛

成は 66.0％であった。た。 

 

 

しかし、賛成派の中で実際に作成してい

る人は 8.1％であった。 

 

 

次に、日本の調査においては、人生の最

期をどう迎えるかについて重要だと思うこ

とについて、質問をし、また療養場所・最

期を迎える場所の選択については、病状の

進行度や認知度、身の周りのことができる

かどうかの心身の状態に応じて複数のケー

スに分けて質問をしている。 

例えば、ケース１は「末期がんと診断さ

れ、病状は悪化し、今は食事がとりにくく、

呼吸が苦しいが、痛みはなく、意識や判断

力は健康な時と同様に保たれている場合」

である。このとき、一般国民の回答では医

療・療養場所には、医療機関 37.5％、介護

施設 10.7％、自宅を 47.4％が選んだ。また、

最期を迎えたい場所について、医療・療養

場所を自宅と選んだ人のうち、最期を迎え

る場所をどうするかについては、20.6％が

医療機関、自宅 75.7％が自宅を選んだ。 

 

 

 

 

他方、ケース３では認知症が進行し、自

分の居場所や家族の顔が分からず、食事や

着替え、トイレなど身の回りのことに手助

けが必要な状態で、かなり衰弱が進んでき

た場合である。このとき、一般国民は医療・

療養場所を受けたい場所として、介護施設
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を選ぶ人が 51.0％と多く、次いで医療機関

28.2％、自宅 14.8％となった。 

 

 

 

平成 25年の前回調査では、末期がんでは

あるが、食事や呼吸ができていること、痛

みのコントロールもできている状態では、

自宅療養を希望する人が 7 割であったが、

認知症や意識のない状態というケースでは、

85％が医療機関や介護施設を望み、自宅で

の療養を希望する人は 10％であった。 

 

 

以上のように心身の状態や認知機能の条

件を変えると大きな変化がある。但し、内

閣府が平成 24 年度に高齢者の健康に関す

る意識調査を行い、「治る見込みがない病気

になった場合、どこで最期を迎えたいか」

について、自宅 54.6％、病院などの医療施

設 27.7％、高齢者施設等 8.6％との調査も

あり、なんとなく将来を想像したときには

自宅で暮らしたいと思うものの、実際に心

身の衰え、専門設備の必要性、認知機能の

低下を想定すると、大きく変化があること

がわかる。 

 

さらに、人生の最終段階について考える

際に重要なことが、家族の負担にならない

ことと回答しているのが 73.7％を占めてい

る。家族の負担がどの程度であるかが、療

養場所や最期を迎える場所の選択に大きく

関わっていることが分かる。 
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では、自分が判断できなくなったときに

は、誰が判断するか。この点平成 25年度調

査では、一般国民では家族が集まって話し

合ってほしいが 44.6％ともっとも多く、家

族等のうち、自分を一番よく分かっている

1 人の人が 34.0％、担当する医療・ケアチ

ームが 10.4％であった。 

 

３．二つの調査での比較 

日本では、近年 AD を含む概念として

ACP が注目されていることもあり、ACP

の認知度について調査している。日本での

ACP 認知度について一般国民で知ってい

る 3.3％、聞いたことがある 19.2％と合わ

せて回答したのは 22.5％であった。香港で

の調査で AD について、聞いたことがある

14.3％、聞いたことがない 85.7％であった。

やや日本のほうが、用語の認知度は高いも

のの、両者の認知度、理解度はおよそ似た

ようなものであるといえる。 

AD や ACP について聞いたことがない、

あるいはあまりよくわからないという場合

でも、説明を聞いたのちに賛成である、や

ってみたいなどの肯定的な見解を示したの

は、日本の一般国民で 64.9％、香港では

73.9％が回答（法制度化されたら作成した

いと答えたのは 60.9％）と、似たような傾

向にある。 

香港において AD を作成したくないと答

えた人の理由の最上位は、家族に迷惑をか

けたくない 80.4％、次いで専門的な療養や

医療処置がうけられないから 45.9％、技術

的な支援が受けられないからが 22.5％であ

った。日本では、同じ質問はないものの、

人生の最終段階において考える際に重要な

ことについて一般国民は家族の負担になら

ないことが 73.3％で最上位、次いで体や心

の苦痛がなくす過ごせること 57.1％である。

家族の負担を懸念する意見が７～8 割、次

いで医療やケアを十分に受けられることを

あげる点で、似たような傾向があるといえ

る。 

療養場所、最期を迎える場所については、

香港の調査では年単位の療養生活では自宅

で過ごしたいという人が 58.4％と多数派で

あったが、死ぬまでの数週、数日を過ごす

場所としては病院を選択したいという人が

52.4％と多数派となった。日本では病状に

よってケースを分けており、そのケースで

傾向が全く異なる。食事や呼吸ができ、意

識や判断力も保たれていることを想定した

場合には自宅療養が 71.7％（平成 25 年度

調査）で、平成 29年度調査の結果から最期

を迎える場所もそのまま自宅を選択する傾

向が多いことが推測されるが、食事や呼吸

が不自由となったり、身の回りの手助けが

必要な状況では自宅の選択が 47.4％および

29.3％（平成 29年度）、37.4％および 23.5％

（平成 25年度）とその割合は低くなる。さ

らに、認知度の低下や意識喪失の段階では、

自宅の選択が 10％台となり、認知度が自宅

療養の選択に大きな影響を与えていること

が分かる。 

香港での調査では、認知度や意識の度合

いを想定した質問をしておらず、被験者の

想像力に委ねられているため、はっきりし

たことはいえないものの、自宅で療養でき

ない理由に家族の迷惑をあげている点が共
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通していることから、香港でも似たような

傾向が現れるものと推察される。 

日本と香港での比較では、ケースによっ

て療養場所の担い手として介護施設を挙げ

る割合が日本のほうがやや高いようにも見

える。例えば、香港では全体で療養場所の

選定として 20％前後しか選択がなかった。

身の回りのことができなくなった場合や認

知症の場合に高齢者施設を療養場所にした

いとの回答が日本では多数を占める。平成

25年度調査では認知症と診断され、身の回

りの手助けが必要な場合に高齢者施設を

59.2％が選択し、重度の心臓病で身の回り

の手助けが必要であるという場合にも

34.9％が高齢者施設を選択している。 

但し、日本の内閣府が平成 24年度に高齢

者の健康に関する意識調査を行い、「治る見

込みがない病気になった場合、どこで最期

を迎えたいか」について、自宅 54.6％、病

院などの医療施設 27.7％、高齢者施設等

8.6％との調査もあり、なんとなく将来を想

像したときには自宅で暮らしたいと思うも

のの、実際に心身の衰え、専門設備の必要

性、認知機能の低下を想定すると、大きく

変化があることがわかる。このデータは、

なんとなく終末期を想定した場合の香港の

傾向に似たような傾向があるようにみえる。 

自分が判断できなくなったときには、誰

が判断するか。この点平成 25年度調査では、

家族が集まって話し合ってほしいが一般国

民の 44.6％ともっとも多く、家族等のうち、

自分を一番よく分かっている 1 人の人が

34.0％、担当する医療・ケアチームが 10.4％

と、家族が決めることを念頭におく人が 7

割を占める。一方、香港では家族が 44％と

もっとも多かったが、家族と医師が話し合

う 31％、医師が単独で決定する 18％と、比

較的医療者の決定を重視する回答が多くみ

られた。医療者への決定への依存度が香港

の方が高いようにもみえる。 

 

４．まとめ 

 いずれの調査でも、心身の状態や認知機

能の低下などに伴う、本人の気持ちの変化

にどう対応していくかが鍵であることが考

察される。自宅での療養を行うか、続ける

かについては、日本でも香港でも家族への

負担を懸念する声が多い。当初は自宅での

療養を希望すると言っていたとしても、そ

の気持ちが変化していく可能性は十分ある。

在宅でのサポート体制の充実や、高齢者施

設や場合によっては医療機関への柔軟な移

行、連携が必要であると考えられる。 
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